
 

  

 

   生活排水（下水）は，大きく分けて「し尿」（トイレの排水）と「生活雑排水」（台所や風呂 

などの排水）の２種類があります。 
 
   この２種類を両方とも処理することを「合併処理」といいますが，単独処理浄化槽やくみ取りト

イレでは生活雑排水を処理することができません。  
【生活排水の適正処理の可否】 

 し尿 
（トイレ） 

生活雑排水 
（台所・風呂など） 

合併処理浄化槽 〇 〇 

単独処理浄化槽 〇 × 

くみ取りトイレ 〇 × 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

令和８年度 

浄化槽補助金 
の 

ご案内 
令和８年度から「宅内配管工事」と「不要槽の撤去」の補助額が改定されました 

 

                         
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 宇都宮市上下水道局 
   

 

合併処理浄化槽なら 

し尿も生活雑排水も 

処理できるんだよ♪ 

【書類の提出先やお問合せについて】 
宇都宮市 上下水道局 水質管理課 

TEL：028-633-2001（原則平日 9:00～12:00・13:00～16:00 にお願いします） 

FAX：028-633-3394（回答は翌営業日以降になる場合があります） 

   既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽に入替えをする方を対象に， 
工事費から補助金額を引いた差額（自己負担額）について，金利・手数料が無料で分割払いできるよう，

宇都宮市が金融機関に融資のあっせんをする制度があります。 
 

単独処理浄化槽やくみ取りトイレを使っている方は 

“合併処理浄化槽”に入替えをしましょう。 

あなたのおウチは“合併処理”ですか？ 

こんな制度もあります 

合併処理浄化槽の場合 

単独処理浄化槽やくみ取りトイレの場合 

し尿と生活雑排水を 

きれいにして河川などに放流 

し尿のみきれいにして河川などに

放流，又は業者によるくみ取り 

生活雑排水は処理されずに 

そのまま河川などに放流 

水質汚濁や悪臭の原因に

… 



通知 

 
 申請書の作成 申請受理・審査 

交付請求書受理・審査 

補助金の交付 補助金の受取り 

実績報告受理・審査 

工事完成検査 

補助金交付の決定 
補助金交付決定通知書の 

受け取り 

補助金交付請求書の作成 

実績報告書の作成 
（工事完成後） 

浄化槽設置等工事 

補助交付額の確定 

宇都宮市浄化槽設置費補助制度の概要 

    

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

   

 

  

  

 

 

対象区域 
工事種別 

 
人槽区分 

合併処理浄化槽 

の設置 

敷地内処理装置

の設置 

単独処理浄化槽・くみ取り便槽 

からの入替えの場合 

宅内配管工事 不要槽の撤去 

浄化槽 

整備区域        

５人槽 

（130㎡以下） 
４２５，０００  ９０，０００ 

※３３０，０００ ※１５０，０００ 
７人槽 

（130㎡超） 
５０５，０００ １１５，０００ 

１０人槽以上 

（２世帯住宅） 
６６５，０００ １３０，０００ 

公共下水道 

全体計画区域 

５人槽 

（130㎡以下） 
３３２，０００  ９０，０００ 

対象外 ※１５０，０００ 
７人槽 

（130㎡超） 
４１４，０００ １１５，０００ 

１０人槽以上 

（２世帯住宅） 
５４８，０００ １３０，０００ 

申請者 宇都宮市 

□建築確認申請書,浄化槽仕様書,確認済証の写し 

□位置図及び平面図，配置図 

□敷地内処理装置概要書，図面（設置する場合） 

□工事費用見積書（費用の内訳を記載したもの） 

□浄化槽法定検査依頼書の写し（法第７･11条） 

□土地及び建物の承諾書（借用者のみ） 

□維持管理誓約書 

□浄化槽型式適合認定書，その他関係書類の写し 

□国庫補助指針適合浄化槽登録証の写し 

□適合浄化槽登録浄化槽管理票（Ｃ票） 

□浄化槽機能保障制度の保障登録証 

□浄化槽設備士免状の写し 

□単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の写真 

□生活排水の処理方法に関する申立書（新築の場合） 

□その他上下水道事業管理者が必要とする書類 

 ◎プレキャストコンクリート版（PC版）使用の場合 

  ・形状寸法図（配筋図を含む） 

  ・強度計算書 

  ・コンクリート品質及び強度試験証明書 

  ・日本工業規格適合認証書 

□工事の施工内容確認書（設備士が確認のもの） 

□工事の施工状況を示す写真 

□工事に係る領収証書の写し 

□単独処理浄化槽又はくみ取り便槽処分書類 

□単独処理浄化槽廃止届 

□保守点検業務委託契約書の写し 

□その他上下水道事業管理者が必要とする書類 

◎プレキャストコンクリート版（PC版）使用の場合 

   ・証明書または納品書 
・工事施工写真 （製品本体 , 掘削 , 敷石 , 転圧 

              浄化槽据付前後の水平確認） 

□交付決定通知書の写し 

 

【交付請求書のほかに必要な書類】 

【実績報告書のほかに必要な書類】 

【申請書のほかに必要な書類】 

※ 浄化槽の使用開始後，速やかに提出してください。 

補助対象者 

補助額 

補助対象事業 

●合併処理浄化槽の設置 

●敷地内処理装置の設置（※） 

●単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から入れ替える場合の宅内配管工事（※） 

●既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の撤去（※） 

（※） 

合併処理浄化槽の設置工事と 

同時施工の場合に限ります。 

対象になる工事 

対象になる区域 

以下の建物に，合併処理浄化槽を設置する方（５０人槽以下のものに限ります。） 

●専用住宅 

●店舗兼併用住宅（居住部分が延べ床面積の２分の１以上であること） 

●地域集会所，保育所・幼稚園 

●浄化槽整備区域・公共下水道全体計画区域 
対象区域の詳細は， 

水質管理課にお問合せください。 

補助の流れ 

①申 請 

（注意） 
申請者の市税の納税調査 
現地調査、書類審査等で 
交付決定まで約３週間 
要します。 

②交付通知 

③提 出 

④確定通知 

⑤提 出 

⑥振 込 

補
助
額
の
例 

【例１】新築の専用住宅（130㎡以下）に５人槽と敷地内処理装置を設置する場合 
  （５人槽）425,000 円 ＋（敷地内処理装置）90,000 円 ＝補助額 515,000 円  
 

【例２】既存住宅にある単独処理浄化槽からの入替えで７人槽を設置する場合 
（7 人槽）505,000 円 ＋（宅内配管工事）3３0,000 円 ＋（不要槽の撤去）1５0,000 円 ＝補助額 9８5,000 円 
 

【例３】公共下水道全体計画区域内の新築の専用住宅（130㎡以下）に５人槽を設置する場合 
（5 人槽）332,000 円 ＝補助額 332,000 円 

（単位：円） 

（注意）上記のほか，補助申請者の要件として，市税の滞納がないことや，設置する住宅に居住するなど

の条件があります。また，合併処理浄化槽を既にお使いの方は補助制度の対象外となることがあります。 

補助制度の対象に該当するかは水質管理課に問い合わせください。 

※令和８年度から「宅内配管工事」と「不要槽の撤去」の補助額が改定されました。 


